
吉川中央地区地区計画　地区区分図
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地 区 名 用途地域 建蔽率 容積率 高さ

Ａ 地 区 第一種低層住居専用地域 ５０ １００ １０ｍ

Ｂ 地 区 第二種低層住居専用地域 ５０ １００ １０ｍ

Ｃ 地 区 第一種中高層住居専用地域 ６０ １５０ ※１０ｍ

Ｄ 地 区 第一種中高層住居専用地域 ６０ １５０ ※２０ｍ

Ｅ 地 区 準住居地域 ６０ ２００ ※２０ｍ

※は地区計画での制限
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3・5・61 沼辺公園線
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A地区 約17.1ha B地区 約3.3ha C地区 約33.0ha D地区 約10.5ha E地区 約13.0ha

建築物等の用途
の制限

　次に掲げる建築物は、建築してはならない。
（１）ホテル又は旅館
（２）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投
票券発売所、場外車券売場その他これらに類するも
の
（３）自動車教習所、畜舎
（４）倉庫（建築物に付属する倉庫は除く）

建築物の敷地面
積の最低限度

　２００㎡
　ただし、次の各号の一に該当するものについて
は、この限りではない。
（１）公衆便所、巡査派出所その他これらに類する
公益上必要な建築物の敷地として使用する場合
（２）現に建築物の敷地として使用されている土地
で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権
その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用す
るならば当該規定に適合しないこととなる土地につ
いて、その全部を一の敷地として使用する場合

壁面の位置の制
限

建築物等の高さ
の最高限度

１０ｍ

建築物等の形態
又は意匠の制限

かき又はさくの
構造の制限

理由　事業による基盤整備の効果や良好な住宅地としての環境が損なわれないように規制・誘導し、適正な土地利用を図り、人と自然が調和する街並みを形成するため。
○問い合わせ先　吉川市都市整備部都市計画課　０４８－９８２－９９０３（直通）

吉 川 中 央 地 区 地 区 計 画
当初決定：平成１２年７月２８日　最終変更：平成１９年３月１５日

　次に掲げる建築物以外は、建築してはならな
い。
（１）建築基準法別表第二（ろ）項に掲げる建
築物
（２）建築基準法別表第二（は）項三号、四
号、七号及び前各号の建築物に付属するもの
（建築基準法施行令第１３０条の５の５に定め
るものを除く）

　１５０㎡
　ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りではない。
（１）公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地とし
て使用する場合
（２）現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又
は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当
該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する
場合

１．道路（緑道を含む）境界線との距離
　建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路
（緑道を含む）境界線までの距離は１．０ｍ以上でなけ
ればならない。
２．隣地境界線との距離
　建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、隣地
境界線までの距離は０．７５ｍ以上でなければならな
い。

１．道路（緑道を含む）境界線との距離
　建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路（緑道を含む）境界線ま
での距離は１．０ｍ以上でなければならない。
　ただし、敷地が都市計画道路越谷吉川線、三郷吉川線に接する住宅以外の用に
供する建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は
２．０ｍ以上でなければならない。
２．隣地境界線との距離
　建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、隣地境界線までの距離は０．
７５ｍ以上でなければならない。
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２０ｍ

屋外広告物や外壁、屋根の色については周辺の景観との調和に配慮したものとすることによって、良好な居住環境の形成に努める。

１．道路に面する部分のかき又はさくの構造は、生け垣とする。ただし、道路面からの高さが０．６ｍ以下のもの及び門柱、幅が１．０ｍ
以内の門柱の袖壁、門扉その他これらに類するものについてはこの限りではない。
２．道路に面する部分以外のかき又はさくの構造は、生け垣又は透視可能な柵とする。ただし、敷地の地盤面からの高さが０．６ｍ以下の
ものについてはこの限りではない。


